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大阪市都市整備局工事検査要領 

（目的） 

第１条  この要領は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）、地方自治法施行令

（昭和 22年政令第 16号）その他別に定めるもののほか、大阪市契約規則（昭

和 39年大阪市規則第 18号。以下「契約規則」という。）に基づく工事請負契

約の相手方の給付の完了を、当該契約に係る契約書（以下「契約書」という。）

に基づき確認するために大阪市都市整備局が実施する検査（以下「契約書に基

づく工事検査」という。）及びその他の検査について必要な事項を定めるとと

もに、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17年法律第 18号）、大

阪市請負工事技術検査要領（以下「技術検査要領」という。）等に基づく技術

検査（以下「品確法に基づく技術検査」という。）のために補完が必要な事項

を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行と工事の品質を確保することを目

的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１）工事検査担当課長等 

契約規則第 43条第１項の規定による検査を担当する職員として、この要

領に基づき検査を実施する工事検査担当課長又は工事検査担当課長代理 

（２）工事担当課長等 

契約規則第 43条第１項の規定による監督を担当する職員として、当該工

事を監督する担当課長又は担当課長代理 

（３）検査職員 

契約規則第 43条第１項の規定による検査を担当する職員 

（４）検査職員を直接補助する係長    

検査職員の命により検査を実施する担当係長 

（５）検査職員等 

検査職員及び検査職員を直接補助する係長 

（６）技術検査職員 

技術検査要領第３第１号に定める技術検査職員 

（７）補助技術検査職員 

技術検査要領第３第２号に定める補助技術検査職員。なお同号の検査職

員を補助する職員は第４号に定める検査職員を直接補助する係長とする。 

（８）技術検査職員等 



2 

 

前２号に定める技術検査職員及び補助技術検査職員 

（９）検査補助者 

第５号に定める検査職員等又は前号に定める技術検査職員等の指揮、監

督のもとに検査を補助する職員 

（10）監督職員等 

大阪市都市整備局工事監督要領１編１章２節（１）に定める監督職員等 

（11）管理技術者    

建築工事監理業務委託契約書第 19条第１項に定める管理技術者 

 

（検査業務の総括） 

第３条 工事検査担当課長は、工事の検査を円滑かつ適正に行うために、検査計

画、検査方法及び検査基準の策定並びに検査結果に基づく事後措置等、検査に

係る事務を総括する。 

 

（検査の種類） 

第４条  契約書に基づく工事検査の種類は次に掲げるとおりとする。 

（１）完成検査  

契約書第 32条第２項に基づく、工事の完成を確認するための検査。ただ

し、契約書第 43条第１項前段に該当する場合に実施するものを除く。 

（２）一部完成検査 

契約書第 40条第１項に基づく、工事の完成に先立って引渡しをうけるべ

きことを設計図書において指定した部分の工事の完成を確認するための

検査 

（３）部分払検査  

契約書第 39条第３項に基づく、受注者からの部分払の請求に係る出来形

部分又は検査済工事材料の確認をするための検査 

（４）精算検査   

契約書第 47条第１項に基づく、工事請負契約が工事完成前に解除された

場合に、引渡しを受ける工事目的物の部分及び工事材料を確認するため

の出来形部分の検査 

（５）履行確認検査 

受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができ

ず、契約書第 43条第１項前段に該当する場合に、実施する完成検査 

２ 品確法に基づく技術検査の種類は次に掲げるとおりとする。 

（１）技術検査 

技術検査要領第２第２項に基づき前項各号の検査とともに実施する検査 
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（２）中間技術検査 

技術検査要領第２第３項に基づき実施する検査 

３ その他の検査の種類は次に掲げるとおりとする。 

（１）部分使用検査 

契約書第 34条第１項に基づき工事の目的物を引渡し前に使用する（以下

「部分使用」という。）場合において、当該使用にかかる部分の現況の確

認をするための検査 

 

（検査の内容） 

第５条 契約書に基づく工事検査は、工事の出来高を対象として、実地において

行うものとし、契約書及び設計図書に基づき、当該工事の実施状況、出来形及

び品質について、次の各号に基づき、適否の判断を行うものとする。 

（１）工事実施状況の検査は、契約書等の履行状況、工程管理、安全管理、工事

施工状況、施工体制等の工事管理状況に関する各種の記録（写真、電子媒

体による記録を含む。以下同じ。）と契約書及び設計図書とを対比し行う

ものとする。 

（２）出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と

契約書及び設計図書とを対比し行うものとする。ただし、外部からの観察、

出来形図、写真等により当該出来形の適否を判断することが困難な場合

は、検査職員は契約書の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査

を行うものとする。 

（３）品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と契約書及び設計図

書とを対比し行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況

を示す資料、写真等により当該品質の適否を判断することが困難な場合

は、検査職員は契約書の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査

を行うものとする。 

２ 品確法に基づく技術検査は、大阪市営繕工事技術検査基準（以下「技術検査

基準」という。）に基づき、工事を対象として、実地において行うものとし、

当該工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて技術的な評価を行い、

施工について改善を要する事項及び現地における指示事項を把握するものと

する。 

３ その他の検査については次の各号によるものとする。 

（１）部分使用検査は、部分使用前に実地において行うものとし、当該使用部分

を対象として、出来形及び品質の確認を行う。 

（２）前号の規定にかかわらず、大規模な部分使用については、部分使用検査に

代えて中間技術検査を実施する。 
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（３）第１号の規定にかかわらず、軽微な部分使用については、部分使用検査に

代えて、監督職員等による確認を行うことができる。 

 

（検査を実施する職員） 

第６条 検査は、工事検査担当課長等が実施する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同一時期に多数の検査が輻輳する等の場合は、工

事検査担当課長は、工事担当課長等以外の検査職員又は技術検査職員に検査

の実施を委任できる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号の工事に係る検査を実施する場合は、

工事検査担当課長は、次条に規定する検査の手続きを省略して、工事担当課長

等以外の検査職員又は技術検査職員に検査の実施を委任できる。 

（１）畳工事、防水工事、塗装工事、防球ネットフェンス工事、体育施設工事（グ

ランド整備工事）、屋根工事、舗装工事（土間コンクリート工事含む。）等

の専門工事 

（２）解体工事（単一工事） 

（３）契約金額が 100万円以下の工事 

（４）地方自治法第 167 条の２第１項第５号に基づき、緊急の必要により契約

した工事 

４ 検査職員又は技術検査職員は、検査の実施に当たっては、検査職員を直接補

助する係長又は補助技術検査職員に命じ、自らに代わって検査を行わせるこ

とができる。 

５ 検査職員又は技術検査職員は、工事の規模等により複数の者で検査を行う

必要がある場合には、検査職員を直接補助する係長又は補助技術検査職員の

ほか、検査補助者を指名して検査を分担させることができる。  

６ 部分使用検査は、契約書に基づく工事検査に準じて検査職員が実施する。 

 

（検査の手続き） 

第７条 検査の手続きは、次に掲げるとおりとする。 

（１）工事担当課長等は、検査に際し、工事検査依頼書（様式１）を工事検査担

当課長に送付する。 

（２）工事検査担当課長は、前号の工事検査依頼書（様式１）を受け取ったとき

は、工事検査通知書（様式２－１）に検査を実施する場合の検査職員等又

は技術検査職員等、若しくは検査を委任する場合の検査職員又は技術検

査職員を明記して当該工事担当課長等に送付する。 

（３）前条第２項の規定により検査を委任する場合、工事検査担当課長は、当該

工事の検査を委任する検査職員又は技術検査職員に工事検査委任書（様
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式２－２）を送付する。 

２ 検査職員等又は技術検査職員等は、検査に先立ち、監督職員等に、設計図書

等の関係資料の提出又は説明を求めることができる。 

３ 検査職員等又は技術検査職員等は、設計図書を基に、工事規模・施工状況・

現地の環境等を考慮し、監督職員等と十分協議のうえ、前条に基づき検査の実

施体制等を決定する。 

４ 工事検査担当課長は、工事検査通知書（様式２－３）を作成し、監督職員等

を経て受注者に交付する。 

 

（検査への立会い） 

第８条 検査は、検査職員等又は技術検査職員等の指示のもと、受注者のほか監

督職員等及び管理技術者の立会いのうえで行い、必要に応じて、主管局関係者

及び当該工事の設計を担当した職員も立ち会わせることができる。 

２ 受注者は、工事目的物に係る破壊、分解若しくは試験、並びに関係資料の提

出及び説明を求められた場合には、必要な関係者等を検査に立ち会わせるも

のとする。 

 

（検査職員等又は技術検査職員等の服務） 

第９条 検査職員等又は技術検査職員等は、検査の実施に当たっては、この要領

に定めるもののほか、契約規則その他関係法令を遵守し、厳正かつ公平にその

職務を行わなければならない。 

２ 検査職員等又は技術検査職員等は、適正な検査を実施するために必要な知

識及び技術の習得に努めなければならない。 

３ 検査職員等又は技術検査職員等は、職務の執行に当たって知り得た受注者

の業務上の秘密に属する事項、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 

 

（手直し等の措置） 

第 10条 手直しの指示及び完了の確認は、次に掲げるとおりとする。 

（１）検査職員等又は技術検査職員等は、手直し指摘事項及び手直し期限（手直

し事項がない場合はその旨を含む。）を手直し指示書（様式３）に記録し、監

督職員等を経て受注者に交付する。 

（２）契約書に基づく工事検査又はその他の検査を実施した場合において、手直

しが完了したときは、工事担当課長等は、遅滞なくこれを確認し、当該検査に

かかる検査職員等に報告する。 

２ 前項第２号において、監督職員等は、検査職員等が特に重要な手直し指示事

項として報告を求めた場合は、当該手直しの完了について検査職員等の確認
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を受けなければならない。 

 

（検査中止の措置） 

第 11条  検査職員等は、検査の際、次の各号のいずれかに該当した場合は、検

査を中止し、工事担当課長等及び受注者に再検査とする旨を通知しなければ

ならない。 

（１）受注者が検査の立会いに応じない場合、又は受注者等が検査の執行を妨

害し検査ができない場合 

（２）工事施工に重大な欠陥が認められる場合 

（３）前各号に掲げるもののほか、検査することが不適当と認められる場合 

２ 前項の規定に基づき検査を中止した場合は、工事担当課長等は改めて第７

条の手続きを行う。 

３ 完成検査及び一部完成検査において、第１項に基づき検査を中止した場合

において、契約書第 32条第７項の対象となる修補が必要と認められたときは、

速やかにその内容を指示する。 

 

（検査結果の講評） 

第 12条  検査職員等又は技術検査職員等は、検査終了後、検査結果について受

注者に講評を行うものとする。 

 

（検査調書の作成） 

第 13条 検査職員等は、契約書に基づく工事検査を完了したときは、事業請負

検査調書を作成しなければならない。 

 

（成績評定） 

第 14条 品確法に基づく技術検査を行った技術検査職員等は、契約管財局が定

める請負工事成績評定要領に基づき、当該工事について検査評点部分の工事

成績評定を行う。この場合において、当該技術検査職員等が第６条第２項の規

定により委任を受けたものであるときは、その結果を速やかに工事検査担当

課長等に報告するものとする。 

 

（完成・一部完成検査結果通知） 

第 15条 工事検査担当課長は、完成検査及び履行確認検査において工事の完成

を確認したときは、完成検査結果通知書並びに工事成績評定通知書（様式４－

１）を作成し、監督職員等を経て受注者に交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、前項の検査にかかる契約金額が 100 万円以下の



7 

 

場合は完成検査結果通知書（様式４－２）を、一部完成検査を実施し、指定し

た部分の工事の完成を確認したときは、一部完成検査結果通知書（様式４－３）

をそれぞれ作成し、監督職員等を経て、受注者に交付する。なお、この場合に

おいて、工事成績評定の通知は行わない。 

 

（出来形部分等確認検査結果通知） 

第 16条 工事検査担当課長は、受注者から部分払に係る出来形部分等の確認願

の提出を受けて検査を行い、適正と認めたときは、出来形部分等確認検査結果

通知書（様式５）を作成し、監督職員等を経て受注者に交付する。この場合に

おいて、工事成績評定の通知は行わない。 

 

（検査結果報告等） 

第 17条  工事検査担当課長は、毎年度、工事検査結果報告書を作成し、都市整

備局長に報告する。 

２ 工事検査担当課長等は、検査結果の問題点等について、必要に応じて関係担

当課長に対して改善を求めることができる。 

 

（土木工事の適用除外） 

第 18条 土木工事については、第４条、第５条及び第 10条から第 12条までの

規定は適用せず、大阪市建設局請負工事等検査要領を準用する。 

 

（細則） 

第 19条  この要領の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が別に定めるもの

とする。 
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附 則  

この要領は、平成８年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 13年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 15年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 21年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 27年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 28年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 29年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 30年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 



関係条文 様式 書　　　類　　　名

様式１ 工事検査依頼書

様式２－１ 工事検査通知書

様式２－２ 工事検査委任書

様式２－３ 工事検査通知書

第10条 様式３ 手直し指示書

様式４－１
完成検査結果通知書並びに

工事成績評定通知書
（細目別評点採点表を含む）

様式４－２ 完成検査結果通知書

様式４－３ 一部完成検査結果通知書

第16条 様式５ 出来形部分等確認検査結果通知書

各　種　様　式　一　覧　表

第７条

第15条



（様式1）

検 査 の 種 類

場 所

監 督 職 員 等

監 理 委 託 事 務 所 名

検 査 実 施 日 時

検 査 職 員 等 又 は
技 術 検 査 職 員 等

検 査 職 員 又 は
技 術 検 査 職 員

入札参加有資格者 承認番号

工 事 検 査 依 頼 書

令和　年　月　日

総務部工事検査担当課長　様

○○部工事担当課長（代理）

次のとおり、工事の検査を依頼します。

工 事 名 称

工 事 期 間

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

最終

契約
番号

受 注 者 名

契 約 金 額

当初

令 和 年 月 日 時　　分　～

（実施）

＊総務課工事検査グループ記入欄

（委任）



（様式2-1）

検 査 の 種 類

場 所

監 督 職 員 等

監 理 委 託 事 務 所 名

検 査 実 施 日 時

検 査 職 員 等 又 は
技 術 検 査 職 員 等

検 査 職 員 又 は
技 術 検 査 職 員

工 事 検 査 通 知 書

令和　年　月　日

○○部工事担当課長(代理） 様

総務部工事検査担当課長

次のとおり、工事の検査を行いますので通知します。

工 事 名 称

工 事 期 間

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

当初 最終

契約
番号

受 注 者 名

契 約 金 額

（委任）

令 和 年 月 日 時　　分　～

（実施）



（様式2-2）

検 査 の 種 類

場 所

監 督 職 員 等

監 理 委 託 事 務 所 名

検 査 実 施 日 時

工 事 検 査 委 任 書

令和　年　月　日

　　　　　　　　様

総務部工事検査担当課長

次の工事の検査を委任します。

工 事 名 称

工 事 期 間

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

契約
番号

受 注 者 名

契 約 金 額

当初 最終

令 和 年 月 日 時　　分　～



（様式2-3）

契約の相手方

所　在　地

商号又は名称

代表者 氏名 様

検 査 の 種 類

場 所

監 督 職 員 等

監 理 委 託 事 務 所 名

検 査 実 施 日 時

工 事 名 称

工 事 検 査 通 知 書

令和　年　月　日

総務部工事検査担当課長

次のとおり、工事の検査を行いますので通知します。

工 事 期 間

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

　備　　　考　

契 約 金 額

当初 最終

令 和 年 月 日 時　　分　～

契約
番号



（様式3）

手直し指示書

特記事項 （検討事項等）

受注者（現場代理人）

手 直 し 箇 所 手 直 し 指 摘 事 項

技術検査の結果　

手直し指示について確認しました。

監   督   職   員　等 管　理　技　術　者

検査の結果、次の手直しを指示します。

手直し期限 令和    　年    　月    　日 検査職員等又は技術検査職員等

(検査職員又は
 技術検査職員氏名）

(検査職員を直接補助
 する係長又は
 補助技術検査職員氏名)

検 査 の 種 類 検 査 年 月 日   令和 　  年   　 月    　日

工 事 名 称

受 注 者 名



 （様式4ｰ１）

号

令和 年 月 日

 （契約の相手方）

様

大阪市都市整備局総務部

  (指定職員）

記

 １．

 ２．

 ３． ～

 ４．

 ５．

 ６． 点 （詳細は、細目別評定点採点表　参照）

 ７．

 ８．

ＴＥＬ

ＴＥＬ

代 表 者 氏 名

工事検査担当課長　○○　○○

完 成 検 査 結 果 通 知 書 並 び に

大都整 第

所 在 地

商 号 又 は 名 称

　　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。

　　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は、次のとお

　りです。

工 事 名 称

契 約 番 号

工 事 成 績 評 定 通 知 書

　　貴社が受注した次の工事について、工事請負契約書第32条第2項の規定に基づく検査の結果、

　並びに請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。

　　なお、評定の結果に疑問があるときは、この通知を受けた日から起算して14日（期間の末日

　が本市における執務の休日に当たるときはその翌日）以内に書面により､説明を求めることが

  できます。

成 績 評 定 結 果

送 付 先 〒530－8201　大阪市北区中之島１丁目３番２０号

大阪市都市整備局総務部　工事検査担当課長　宛

手続等の問合せ先 大阪市都市整備局総務部　工事検査担当課長（　　）

工 期 令 和 年 月 日 令 和 年 月 日

完 成 検 査 年 月 日 令 和 年 月 日

検 査 結 果

0 6 - 6 2 0 8 - 

大阪市都市整備局総務部総務課　工事検査担当課長代理（　　）

0 6 - 6 2 0 8 - 

  貴社がこの「工事成績評定通知書」の通知を受けられた日は次のとおり扱います。

  　・　直接お渡しした場合は、この通知書をお渡しした令和　　年　　月　　日です。

  　・　郵送によりお渡しした場合は、この通知書が貴社に配達された日です。



項     目 細      別
細 目 別
評 定 点

基本点 合計点

Ⅰ．施工体制一般 点 点 点

Ⅱ．配置技術者 点 点 点

Ⅰ．施工管理 点 点 点

Ⅱ．工程管理 点 点 点

Ⅲ．安全対策 点 点 点

Ⅳ．対外関係 点 点 点

Ⅰ．出来形 点 点 点

Ⅱ．品質 点 点 点

Ⅲ．出来ばえ 点 点 点

４．工事特性（加点のみ） Ⅰ．施工条件等への対応 点 点 点

５．創意工夫（加点のみ） Ⅰ．創意工夫 点 点 点

６．社会性等（加点のみ） Ⅰ．地域への貢献等 点 点 点

７．法令遵守等（減点のみ） 点 － 点

点 点 点評　　定　　点　　計

細 目 別 評 定 点 採 点 表

１．施工体制

２．施工状況

３．出来形及び
出来ばえ



（様式4-2）

号

令和 年 月 日

様

大阪市都市整備局総務部

  (指定職員）

記

 １．

 ３． ～

 ４．

 ５．

　　 貴社が受注した次の工事について、工事請負契約書第32条第2項の規定に基づき、

大 都 整 第

契約の相手方
所在地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

工事検査担当課長　○○　○○

完 成 検 査 結 果 通 知 書

検 査 結 果

　 検査の結果を通知します。

契 約 番 号

 ２．工 事 名 称

工 期 令 和 年 月 日 令 和 年 月 日

検 査 年 月 日 令 和 年 月 日



（様式4-3）

号

令和 年 月 日

様

大阪市都市整備局総務部

  (指定職員）

記

 １．

 ３． ～

 ４．

 ５． 設計図書において指定した部分

 ６．

 ７． 円

　　  貴社が受注した次の工事について、工事請負契約書第40条第1項の規定に基づき、

大 都 整 第

契約の相手方
所 在 地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

工事検査担当課長　○○　○○

一 部 完 成 検 査 結 果 通 知 書

　  検査の結果を通知します。

契 約 番 号

 ２．工 事 名 称

検 査 結 果

一 部 完 成 に 係 る
請 負 代 金 額

一 部 完 成 部 位 工 期 令 和 年 月 日 令 和 年 月 日

検 査 年 月 日 令 和 年 月 日

一 部 完 成 部 位



（様式５）

第 号

令和 年 月 日

様

大阪市都市整備局総務部

  (指定職員）

記

 １．

 ３． ～

 ４．

 ５． 出来高査定簿による

 ６．

 ７． %

検 査 結 果

出 来 高 率

工 期 令 和 年 月 日 令和　年　月　日

検 査 年 月 日 令 和 年 月 日

確 認 範 囲

　結果を通知します。

契 約 番 号

 ２．工 事 名 称

　　貴社が受注した次の工事について、工事請負契約書第39条第3項の規定に基づき、検査の

     大都整

契約の相手方
所 在 地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

工事検査担当課長　○○　○○

出 来 形 部 分 等 確 認 検 査 結 果 通 知 書


